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『子ども手当』 支給する制度が
創設されましたを

４月１日から、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、
子ども手当を支給する制度が創設されました。
佐賀市では、次のとおり子ども手当を支給します。

1 支給対象となる子ども

2 支給対象となる人

3 支給金額

4 支給月

5 申請手続きについて

本庁　福祉総務課　母子福祉係（1階４５～４７番窓口）

☎４０-７２５２　FAX ２５-５４４０
または、 各支所保健福祉課

◎申し込み・問い合わせ
本庁　都市政策課

☎40-7163　FAX 26-6422
toshi@city.saga.lg.jp

◎申し込み・問い合わせ

（１）児童手当の受給資格があった人は、特段の手続きを
する必要はありません。職権により子ども手当の認定
を行い、４月中旬に認定通知書を送付します。
ただし、中学校２年生または３年生のお子さんがいる
人は額改定請求の手続きが必要となります。

（２）これまで所得制限などにより児童手当の受給資格がな
かった人、中学校２年生または３年生のお子さんのみを
養育している人は、認定請求の手続きが必要になります。

子ども手当の申請は
ありません。

子ども手当の認定請
求が必要になります。

子ども手当の申請は
必要ありません。
職権により、子ども
手当認定手続きを行
います。

子ども手当申請フローチャート

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

中学校３年生までの
お子さんを養育さ
れていますか？

児童手当の受給資格
がありましたか？

中学校２年生または３
年生のお子さんを養
育されていますか？

子ども手当額改定請
求が必要になります。

はい

キラリと光るあなたの提案をお待ちしています！

市民活動団体と行政の協働によるまちづくりをすすめるため、
市民活動団体からの提案事業を募集します。みなさんのアイデア、
フットワーク、ネットワークを活かした提案をお待ちしています。

佐賀市「ぴかぴか☆協働まちみがきプロジェクト２０１０」

用途地域の変更指定に係る説明会・公聴会開催
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自　由
地域や社会の課題解決のために市民の参加
を呼びかけながら、協働で取り組む必要のあ
る事業 ※協働相手との事前協議が必要です。

1事業あたり
40万円まで

総額160万円の
範囲で募集します
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「男女共同参画」
の推進啓発

男女共同参画の視点を取り入れた各種講
座・講演会などを行う事業 20万円まで 1
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「動物との共生」
についての啓発

犬・猫の適正飼育や動物愛護の普及・啓発
に関する事業 25万円まで 1

◎協働にチャレンジ！
　部門

◎すすめよう！
　男女共同参画  部門

◎目指そう！ペットとの
　いい関係  部門

■募集内容

◆テーマ設定枠（総額：45万円）

◆自由提案枠（総額：160万円）

■対象となる地域および変更内容
①対象地域：兵庫北土地区画整理事業区域内の一部
②変更内容：用途地域の変更（第２種中高層住居専用地域、第１種
住居地域を第２種住居地域へ変更）

■説明会について
開催日時場所／４月23日（金）19時～（場所：大財別館４階会議室）

■公聴会について
開催日時場所／５月14日（金）19時～（場所：大財別館４階会議室）

■計画原案の縦覧
期間：４月16日（金）～５月７日（金）（土・日・祝日を除く）８時30分～17時15分
場所：本庁４階  都市政策課

■公聴会での公述の申し出
　住所、氏名、職業および年齢を記入の上、意見の趣旨とその理
由を記載し、本庁都市政策課へ郵送か持参、または電子メールで
提出ください。（様式は自由です）

■受付期間
５月７日（金）17時15分まで
※同じ趣旨の意見や公述申し出が多数の場
合は、人数と時間を制限することがあります。

※公聴会の傍聴は自由ですが、傍聴者の公
聴会会場での発言はできません。

※公述申し出がない場合は、公聴会を中止し
ます。中止の場合は、本庁都市政策課で５
月10日（月）にその旨を掲示し、市のホーム
ページにも掲載します。

■選考方法／
　応募事業の採択審査は公開審査会により行
います。
　公開審査会は５月29日（土）に開催予定です。

■そのほか／
詳細については、4月15日（木）に開催する

「協働と市民活動支援に関する事業説明会」で
も説明します。

大募集！

新たに子ども手当の支給対象となるお子さんを養育し
ている保護者については、認定請求または、額改定請求の
手続きが必要となります。
なお、制度創設に伴う認定請求または額改定請求を、平
成２２年９月３０日までに申請した場合、平成２２年４月分（ま
たは、支給要件に該当した日の翌月分）から子ども手当を
支給します。
※公務員（独立行政法人・外局へ出向しているなどで職場からの
　　支給がない人を除く）は職場での手続きとなります。

平成２２年４月１日現在で、児童手当の受給資格がなかった人、中学校２年生または３年生のお子さんのみを養育し
ている人には認定請求書を、児童手当の受給資格があった人で、中学校２年生または３年生のお子さんを養育して
いる人には額改定請求書をそれぞれ送付します。申請書類の発送は、４月下旬の予定です。なお、申請書類につい
ては、住民基本台帳および児童手当受給者台帳に基づいて対象世帯を抽出しております。

支給対象となるお子さんと別居している世帯は申請書類
の発送ができない場合があります。子ども手当の支給対象
に該当する人は問い合わせいただき、必要書類を確認の上、
窓口での手続きをお願いします。

１５歳に達する日以後の最初の３月３１日まで（中学校修了前）の間にあるお子
さんが対象となります。

佐賀市に住民登録または外国人登録されている人で、支給対象となるお子
さんを養育している保護者のうち、家庭の生計を維持する程度の高い人が対
象となります。
なお、所得制限はありません。

支給対象となるお子さん一人につき、平成２２年度は月額１３，０００円となります。

毎年６月、１０月、２月に、前月までの４カ月分（平成２２年６月支給分は、平成２２年４月分および５月分）を支
給します。なお、児童手当の支給については、平成22年3月分までとなります。

本庁 市民活動推進課 市民活動推進係
（アイ・スクエアビル 4階）

☎４０-７０７８　FAX ４０-２０５０
katsudo@city.saga.lg.jp

◎申し込み・問い合わせ

■応募条件／
①佐賀市を中心に活動している市民活動団体または実行委員会
であること。
※法人格の有無は問いませんが、政党活動・宗教活動・営利活動を主
　な目的とした団体は対象になりません。
②５人以上の会員で組織し、継続的な活動体制をもっていること。
③応募した事業について最後まで責任を持って実行できること。
④単独ではなく協働で取り組むことを理解していること。

■応募方法など／
所定の「応募書類」一式を作成の上、市民活動推進課まで持
参、または郵送してください。
「応募書類」一式や「公募要項」などは、市民活動推進課、男女
共同参画課、環境課、各支所市民サービス課や市民活動プラザ
受付で配布し、佐賀市ホームページにも掲載しています。

■募集期間／
４月16日（金）～５月14日（金）17時15分必着


